
 

 

 

 

資料１ 



 

 



与論町告示第 56号 

 与論町住生活基本計画策定委員会設置要綱を次のように定める。 

  令和３年９月 15 日 

与論町長  山 元宗 

    

与論町住生活基本計画策定委員会設置要綱 

（目的） 

第１条 住生活基本法（平成 18 年法律第 61 号）に基づく与論町住生活基本計画の策定を行うにあ

たり，幅広い見地から意見等を求めることを目的として，与論町住生活基本計画策定委員会（以

下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は，次に掲げる事項について協議し，意見等を述べるものとする。 

(１) 住宅政策を取り巻く課題の整理に関すること。 

(２) 住宅政策の基本方針に関すること。 

(３) 住宅施策の検討に関すること。 

(４) その他，住宅政策に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は，委員若干名で組織する。 

２ 委員は，次に掲げる者のうちから，町長が委嘱する。 

(１) 学識経験を有する者 

(２) 与論町内の有識者 

(３) 関係行政機関の職員 

（任期） 

第４条 委員の任期は，令和４年３月 31 日までとする。ただし，委員が欠けた場合における補欠

の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（委員長） 

第５条 委員会には，委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は，委員の互選により選ぶものとする。 

３ 委員長は，委員会を代表し，会務を総理する。 

４ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長が不在の時は，その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会は，町長が招集し，委員長が議長を務める。 

２ 委員会は，委員の過半数の出席によって成立する。 

（委員でない者の出席） 

第７条 委員会において，必要があると認めたときは，その会議に専門的事項に関し学識経験のあ

る者及びその他関係人の出席を求め，その意見又は説明を聞くことができる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は，建設課において処理する。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に関し，必要な事項は，委員長が定める。 

附 則 

この要綱は令和３年９月 21 日から施行する。 


